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国民健康保険に関する制度改正の概要

令和７年度以降に以下の項目について制度が改正される

１ 子ども・子育て支援金の導入

２ 高額医療費負担金の対象レセプト金額の引上げ
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高額医療費負担金の対象レセプト金額の引上げ

１ 高額医療費負担金とは
・高額な医療費が発生した保険者の財政運営の不安定化を緩和するため、レセプト１件あたり８０万円超の医療費の
内８０万円を超える部分について、国と県がそれぞれ４分の１ずつ負担する制度
※ ８０万円未満の部分は保険料により負担

２ 対象レセプト引き上げの経緯
・高額医療費負担金は各市町で保険料を設定し、各市町で財政運営を担っていた時に財政運営の安定化を目的とした
制度

・平成３０年度から国保の財政運営を都道府県が担い、また都道府県ごとに保険料水準の統一に向けた取組みを行い
、高額医療費の共同負担化をすることにより、各市町が高額医療費による財政運営が不安定となるリスクが薄れて
いった

・このため、国では高額医療費負担金の制度の存在意義が失われてきていることを踏まえ、将来的に当制度の廃止を
目指している。

・制度の廃止に向けて、負担金の対象となるレセプトの金額を現行の８０万円から９０万円に引き上げ

３ 対象レセプト引き上げによる国保財政への影響
・対象レセプト金額が引き上げられることにより、保険料で負担する医療費が増加するため、保険料引上げが必要

４ 保険料負担増に対する国の対応
・所得水準の低い保険者の財政基盤安定化のため、各市町の平均保険料算定額と低所得者軽減の対象者数に応じて財
政支援を行う「保険者支援制度」の算定基準を見直し、保険者の負担を軽減
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高額医療費負担金の対象レセプト金額の引上げ

厚生労働省提供資料

※ 当初は高額療養費の自己負担限度額引き上げを前提として制度設
計されていたが、引上げ見送りによりこの▲３０円の負担軽減は
なくなった
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その他（高額療養費の自己負担限度額の引上げ・所得区分の細分化）

１ 高額療養費とは
・医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月（月の初めから終わりまで）で自己負担の上限額を超えた場合に、
その超えた金額を加入している保険制度から支給される制度
・自己負担の上限額は年齢や所得に応じて決定

２ 自己負担限度額の区分について（現行制度）
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その他（高額療養費の自己負担限度額の引上げ・所得区分の細分化）

３ 自己負担限度額引上げの経緯
・近年高額な医療技術や医薬品が開発され保険適用となってきていることにより、高額療養費の総額が年々増加し、
医療保険の財政を圧迫

・高額な医療費がかかっている高齢者の医療費の一部を現役世代が支援していることにより負担が過大なものとなっ
ており、負担軽減が喫緊の課題である。

・高額療養費の自己負担限度額を引き上げることにより、医療保険の財政を健全化し保険料負担を軽減することによ
り、現役世代の負担を軽減

４ 国会等での議論
・国は国会に自己負担限度額引き上げ等の案を国会に提出し、国会にて議論
・がん患者団体を中心として、多額の費用が掛かる治療の継続をあきらめなくてはいけないなど反発の声が上がり、
国会でも与党内、野党から引き上げ凍結を求める声が上がったことから、令和７年３月７日に首相が令和７年度で
の限度額引き上げの見送りを表明した。

・今後は、患者団体等の意見を聞きながら、今年度秋までに方針を再検討するとしている。
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その他（マイナ保険証）
令和６年１２月診療分 マイナ保険証利用率（都道府県別）

福井県のマイナ保険証の利用率は３５．３１％で全国１位
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